
個人情報、住宅の修繕及び共用部分の管理に関する同意書 

 

戸田市が申込者の個人情報をお預かりする場合は、利用目的等の通知または公表を行ったうえで、利

用目的の達成に必要な範囲で収集いたします。 

また、保有する申込者の住所・氏名等の個人情報につきましても、個人情報の保護に関する法律に則

り、適切に取扱います。 

加えて、市営住宅の部屋の修繕及び共用部分の管理についてご協力をお願いしています。 

ついては、下記事項をご確認いただき、同意の証として住所・氏名欄に記入くださる様、お願いいた

します。 

 

記 

 

１．個人情報の利用目的 

①市営住宅の申込、入居、収納、修繕、退去等の業務 

②各種情報及び連絡事項のご連絡やご案内 

③その他住宅等の管理上必要な場合 

２．個人情報の任意性 

申込書や各種申請書等について、個人情報を含む所定の記入箇所の不備や添付書類を提出されない場

合、失格や無効など、不利益が生じる場合がありますので、ご承知おきください。 

３．個人情報の第三者提供 

戸田市は、個人情報を本人の同意なしに第三者に提供することはいたしません。ただし、個人情報の

保護に関する法律に定める生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合等の例外については、本

人の同意なしに情報を提供することがあります。 

４．個人情報の預託 

戸田市は、業務の執行上必要があると認めたときは、個人情報保護の措置が講じられている業者（管

理業者、修繕業者など）へ個人情報を預託する場合がありますので、ご承知おきください。 

５．個人情報の利用目的の通知および開示等のお求めの手続 

戸田市は、本人からの個人情報の開示・訂正・目的外利用等の中止のお求めに対応しております。 

なお、お求めの際は各種請求書及び本人確認書類を提出していただきます。 

６．部屋の修繕や掃除 

市営住宅は、以前の入居者の退去後に、生活に支障が出ない範囲で修繕・クリーニングを実施してい

ます。そのため、汚損があったり、埃などが溜まっていたりする場合があります。 

７．市営住宅の共用部分の管理 

 共用部分の管理について、管理人の指示及び各住宅のルールに従って管理を行っていただきます。 

 

私が提供する個人情報の利用目的、住宅の修繕及び共用部分の管理等の上記事項について、確認し、

同意します。 

 

令和   年     月     日     

 

（宛先） 

戸 田 市 長 

        住所                          
 

                 氏名                           

裏面の『記載例』をご参照ください。 
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令和 7 年 6 月 〇〇 日     

 

（宛先） 

戸 田 市 長 

        住所  戸田市笹目〇−△−□ 戸田ハイツ 101             
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